
計算書類に対する注記（埼玉さくらんぼ館拠点区分）
別紙２

１．重要な会計方針

　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　・満期保有目的の債券等
　　　　　　　償却原価法（定額法）
　　　　　・満期保有目的の債権等以外の有価証券
　　　　　　　時価のあるもの－期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）
　　　　　　　時価のないもの－総平均法による原価法
　　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　　・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア－定額法
　　　　　・リース資産
　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
　　　　　　　同一の方法
　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零と
　　　　　　　する定額法（ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内
　　　　　　　のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理）
　　（３）引当金計上基準
　　　　　・退職給付引当金－公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛
　　　　　　金納付額のうち法人の負担額に相当する金額及び長期勤続功労金規程に基づく期末要支給額を計上
　　　　　・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する法人の負担する賞
　　　　　　与の額及び当該賞与に係る法定福利費の額に相当する金額を計上
　　　　　・徴収不能引当金－会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額及びそれ以外の債権の
　　　　　　総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上
　　（４）消費税等の会計処理
　　　　　・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

　　当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
　　（１）退職手当規程に定める職員について、公益社団法人山形県社会福祉振興会及びベネフィット・ワン企業年金
　　　　　基金の実施する退職共済制度に加入している。
　　（２）勤続期間が一定以上であった正職員及び正職員と同様に勤務する契約職員について、長期勤続功労金規程に
　　　　　定めた額を給付している

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　（１）埼玉さくらんぼ館拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
　（２）埼玉さくらんぼ館拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
　（３）埼玉さくらんぼ館拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
　（４）サービス区分の内容
　　　　①特別養護老人ホーム埼玉さくらんぼⅠ番館
　　　　②居宅介護支援事業所埼玉さくらんぼⅠ番館
　　　　③特別養護老人ホーム埼玉さくらんぼⅡ番館
　　　　④ショートステイ埼玉さくらんぼⅡ番館
　　　　⑤看護小規模多機能型居宅介護事業所埼玉さくらんぼⅡ番館
　　　　⑥訪問看護リハビリテーション埼玉さくらんぼⅡ番館

４．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

418,000,000土地 418,000,000

45,226,499653,928,394建物 608,701,895

1,071,928,394 45,226,499 1,026,701,895合計
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５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

　　該当なし

６．担保に供している資産

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。
円418,000,000土地
円608,701,895建物

円1,026,701,895計

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円789,493,000設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

円789,493,000計

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 1,229,731,825 621,029,930 608,701,895

建物（その他の固定資産） 1,759,465 1,013,731 745,734

構築物 36,209,640 28,938,961 7,270,679

車輌運搬具 11,294,860 10,583,183 711,677

器具及び備品 221,763,367 203,410,028 18,353,339

有形リース資産 5,343,305 5,343,301 4

合計 1,506,102,462 870,319,134 635,783,328

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

徴収不能引当金
の当期末残高

債権額 債権の当期末
残高

136,853,054事業未収金 136,853,054

6,127,180未収補助金 6,127,180

643,238立替金 643,238

3,932,700長期貸付金 3,932,700

147,556,172合　計 147,556,172

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当なし

（単位：円）

時価帳簿価額種類及び銘柄 評価損益

合　計

１０．重要な後発事象

　該当なし
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１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

（１）ベネフィット・ワン企業年金基金
　　　　平成31年4月1日より、複数事業主制度の確定給付年金であるベネフィット・ワン企業年金基金に加入しているが、
　　　　当法人の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金基金への要拠出額のうち
　　　　事業主負担額を退職給付費用（ベネフィット）として処理している。
（２）リース取引に関する注記
　　　①リース資産の内容
　　　　（ア）有形リース資産・・・介護システムサーバー、財務会計システムサーバー機器等である。
　　　　（イ）無形リース資産・・・ソフトウェア等である。
　　　②リース資産の減価償却の方法
　　　　１．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。
（３）前払費用の内訳
　　　　前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたもおの内訳
　　　　は以下の通りである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当年度末　　　　前年度末
　　　　　①支払資金の範囲に含まれる前払費用　　　　　　　　　　1,781,862円 　　349,156円
　　　　　②１年基準により長期前払費用より振り替えられた額　　　　313,063円　　 269,652円
　　　　　③貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,094,925円　　 618,808円


